
様式 １ 公表されるべき事項

国立大学法人福島大学の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1 役員報酬についての基本方針に関する事項

法人の長

理事

理事（非常勤）

監事

監事（非常勤）

  ①  役員報酬の支給水準の設定についての考え方

  ②  令和６年度における役員報酬についての業績反映のさせ方（業績給の仕組み及び導入
実績を含む。）

③ 役員報酬基準の内容及び令和６年度における改定内容

当法人の主要事業は教育・研究事業である。役員報酬水準を検討するにあたって
は、法人化前に適用されていた国家公務員指定職俸給表を準用し、比較的同等と
認められる他の国立大学法人の役員報酬水準を参考に決定している。

当法人においては、期末特別手当の額について、その者の業績等に応じ、その額
の100分の10の範囲内で増額又は減額することができる。

学長の報酬支給基準は、本給、諸手当及び期末特別手当から構成されてい
る。本給については、国立大学法人福島大学役員給与規則に則り、指定職5号
俸相当（979,000 円）としている。諸手当については、通勤手当及び単身赴任
手当を国立大学法人福島大学職員給与規程に準じることとしている。また、期
末特別手当については、国立大学法人福島大学役員給与規則に則り、期末特
別手当基準額（本給月額＋（本給月額×100分の45））に100分の172.5（令和６
年度は170（６月期）、175（12月期））を乗じ、さらに基準日以前６箇月以内の期
間におけるその者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額としている。そのう
えで、国立大学法人評価委員会が行なう業績評価結果及びその者の業績に
応じ、その額の100分の10の範囲内で増額又は減額することができる。 なお、
令和６年度では、給与法指定職の改定に準拠した本給表の増額改定及び期末
特別手当支給率の引上げ（年間0.05月）を実施した。

理事の報酬支給基準は、本給、諸手当及び期末特別手当から構成されて
いる。本給については、国立大学法人福島大学役員給与規則に則り、指定
職1号俸又は2号俸相当（716,000円又は772,000円）としている。諸手当につ
いては、通勤手当及び単身赴任手当を国立大学法人福島大学職員給与規
程に準じることとしている。また、期末特別手当については、国立大学法人福
島大学役員給与規則に則り、期末特別手当基準額（本給月額＋（本給月額
×100分の45））に100分の172.5（令和６年度は１７０（６月期）、175（12月期））
を乗じ、さらに基準日以前６箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応
じた割合を乗じて得た額としている。そのうえで、国立大学法人評価委員会が
行なう業績評価結果及びその者の業績に応じ、その額の100分の10の範囲内
で増額又は減額することができる。なお、令和６年度では、給与法指定職の改
定に準拠した本給表の増額改定及び期末特別手当支給率の引上げ（年間
0.05月）を実施した。

非常勤理事の報酬支給基準は、非常勤役員手当のみとし国立大学法人福
島大学役員給与規則に則り、月額164,000円としている。

非常勤監事の報酬支給基準は、非常勤役員手当のみとし国立大学法人福
島大学役員給与規則に則り、月額200,000円としている。

常勤監事の報酬支給基準は、本給、諸手当及び期末特別手当から構成さ
れている。本給については、国立大学法人福島大学役員給与規則に則り、２
号俸相当（581,000円）としている。諸手当については、通勤手当及び単身赴
任手当を国立大学法人福島大学職員給与規程に準じることとしている。また、
期末特別手当については、国立大学法人福島大学役員給与規則に則り、期
末特別手当基準額（本給月額＋（本給月額×100分の45））に100分の172.5
（令和６年度は１７０（６月期）、175（12月期））を乗じ、さらに基準日以前６箇月
以内の期間におけるその者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額としてい
る。なお、令和６年度では、給与法指定職の改定に準拠した本給表の増額改
定及び期末特別手当支給率の引上げ（年間0.05月）を実施した。
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２ 役員の報酬等の支給状況
令和６年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

16,880 11,627 4,994 259
（通勤手当）

※

千円 千円 千円 千円

13,249 9,165 3,998 85
（通勤手当）

※

千円 千円 千円 千円

13,211 9,165 3,960 85
（通勤手当）

※

千円 千円 千円 千円

13,182 9,165 3,960 57
（通勤手当）

※

千円 千円 千円 千円

1,968
（ ）

千円 千円 千円 千円

1,968
（ ）

千円 千円 千円 千円

5,062 4,025 926 111
（通勤手当）

R6.9.1

千円 千円 千円 千円

1,400
（ ）

R6.9.1

千円 千円 千円 千円

1,000
（ ）

R6.8.31

千円 千円 千円 千円

1,000
（ ）

R6.8.31

注１：「その他」欄には手当等が支給されている場合は、例えば通勤手当の総額を記入する。
注２：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付す。

 退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
       独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄

A監事

法人の長

A理事

B理事

C理事

E理事
（非常勤）

D理事
（非常勤）

役名
就任・退任の状況

前職
その他（内容）

C監事
（非常勤）

D監事
（非常勤）

B監事
（非常勤）
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３ 役員の報酬水準の妥当性について
【法人の検証結果】

法人の長

理事

理事（非常勤）

監事

監事（非常勤）

【文部科学大臣の検証結果】

４ 役員の退職手当の支給状況（令和６年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

注：「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付す。
退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄

A理事

B理事
（非常勤）

A監事

法人での在職期間

法人の長

B監事
（非常勤）

福島大学は、「地域と共に21 世紀的課題に立ち向かう大学」を基本理念と
して、VUCA（予測不能、不確実、複雑、曖昧）の時代に「柔軟に、かつ強靱に」
課題解決に取り組むため、令和2年に公表した学長プラン「福島大学ミッション
2030」を見直し、令和6年9月に「福島大学グランドデザイン2040」を策定、学長
のリーダーシップの下で大学改革を推進している。

そうした中で、福島大学の学長は、職員数約440名の法人の代表として、その
業務を総理するとともに、校務を司り、所属職員を統督して、経営責任者と教学
責任者の職務を同時に担っている。
福島大学では、学長の報酬月額を法人化移行前の国家公務員指定職俸給表
の号俸を踏まえ、指定職5号俸相当として定めており、指定職５号俸が適用され
る官職である研究所・試験所の長は当法人と職務内容・職責が近い。

こうした職務内容の特性や指定職俸給表を準用していることを踏まえると、報
酬水準は妥当であると考えられる。

福島大学の理事は、学長を補佐して、総務、研究、教育の各担当業務を
掌理している。

福島大学では、理事の報酬月額を指定職1号俸または2号俸相当として
定めており、指定職1号俸または2号俸が適用される官職である研究所・試
験所の長は当法人と職務内容・職責が近い。

こうした職務内容の特性や指定職俸給表を準用していることを踏まえると、

報酬水準は妥当であると考えられる。

非常勤理事の報酬は、当法人の理事の報酬や民間企業の同業種
の日額単価等を参考に、勤務状況を考慮して月額を決定しており、
報酬水準は妥当であると考えられる。

常勤監事の報酬は、当法人の理事の報酬や同規模の他国立大学法
人の報酬を参考に、勤務状況を考慮して決定しており、報酬水準は妥
当であると考えられる。

非常勤監事の報酬は、民間企業の同業種の日額単価等を参考に、
勤務状況を考慮して月額を決定しており、報酬水準は妥当であると考え
られる。

職務内容の特性や国家公務員指定職適用官職、他の同規模の国立
大学法人、民間企業等との比較などを考慮すると、役員の報酬水準
は妥当であると考える。
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５ 退職手当の水準の妥当性について
【法人の判断理由等】

区分

【文部科学大臣の検証結果】

該当なし

６ 業績給の仕組み及び導入に関する考え方

注：「判断理由」欄には、法人の業績、担当業務の業績及び個人的な業績の検討結果を含め、業績勘案
 率及び退職手当支給額の決定に到った理由等を具体的に記入する。

監事 該当者なし

監事
（非常勤）

該当者なし

理事
（非常勤）

該当者なし

判断理由

法人の長 該当者なし

理事 該当者なし

当法人においては、期末特別手当においては国立大学法人評価委員会が行なう
業績評価結果及びその者の業績に応じ、その額の100分の10の範囲内で増額又は
減額することができ、同様に、退職手当においても国立大学法人評価委員会が行な
う業績評価結果及びその者の業績に応じ増額又は減額することができる。
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Ⅱ 職員給与について

１ 職員給与についての基本方針に関する事項

③  給与制度の内容

④  給与制度の令和６年度における主な改定内容

① 職員給与の支給水準の設定等についての考え方

② 職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方（業績給
の仕組み及び導入実績を含む。）

当該法人の給与水準を決定するにあたっては、国家公務員の給与水準を充分
考慮し、給与法等関係法令の改正、法人の収支状況、社会情勢等を斟酌の上、行
うこととしている。

昇給、昇格の実施及び勤勉手当の成績率の判定にあたっては、人事評価の結
果等を踏まえた勤務成績を考慮している。

国立大学法人福島大学職員給与規程に則り、基本給（本給及び本給の調整額）
及び諸手当（扶養手当、本給の特別調整額、地域手当、広域異動手当、住居手当、
通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、クロスアポイントメント手当、超過勤務手
当、休日給、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、初任給調整手当、義務教育等
教員特別手当、期末手当、勤勉手当、外部研究資金獲得手当、研究代表者等特
別手当、職務付加手当、業務付加手当、附属幼稚園教諭等調整手当及び入試手
当）としている。

期末手当については、期末手当基準額（基本給＋扶養手当＋地域手当＋広域異動手当
＋附属幼稚園教諭等調整手当）に100分の125.0（令和６年度については6月期100分の
122.5、12月期100分の127.5）を乗じ、さらに基準日以前６箇月以内の期間におけるその者の
在職期間に応じた割合を乗じて得た額としている。

勤勉手当については、勤勉手当基準額（基本給＋地域手当＋広域異動手当）に勤勉手当
の支給実施要領に定める基準に従って定める割合を乗じて得た額としている。

なお、令和６年度では、給与法改正に準拠し、①本給表のベースアップ、②期末手当の支
給率について年間0.05ヶ月分の引上げ、③勤勉手当の成績率について年間0.05ヶ月分の
引上げ、④扶養手当（配偶者の扶養手当を段階的に廃止、子の扶養手当の引上げ）の改正
を行った。
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２ 職員給与の支給状況
① 職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

345 47.5 7,665 5,497 100 2,168
人 歳 千円 千円 千円 千円

110 44.1 5,901 4,270 105 1,631
人 歳 千円 千円 千円 千円

170 53.4 9,422 6,689 116 2,733
人 歳 千円 千円 千円 千円

19 37.2 6,332 4,638 60 1,694
人 歳 千円 千円 千円 千円

42 36.5 6,260 4,598 44 1,662
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

4 53.0 2,641 2,201 87 440

人 歳 千円 千円 千円 千円

15 44.5 2,594 2,163 92 431
人 歳 千円 千円 千円 千円

15 44.5 2,594 2,163 92 431

人 歳 千円 千円 千円 千円

5 63.7 3,569 2,994 68 575
人 歳 千円 千円 千円 千円

5 63.7 3,569 2,994 68 575
注１： 常勤職員については、任期付職員及び再雇用職員を除く。

注２： 「教育職種（附属高校教員等）」は、附属特別支援学校教員を示す。

注３： 「教育職種（附属義務教育学校教員）」には、附属幼稚園教員を含む。

注４：

注５：

注６：

注７： 在外職員、非常勤職員については、該当者がいないため表を省略した。

〔年俸制適用者〕

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

30 44.0 8,193 6,520 138 1,673
人 歳 千円 千円 千円 千円

30 44.0 8,193 6,520 138 1,673

人 歳 千円 千円 千円 千円

56 54.0 3,915 3,915 151 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

47 54.4 4,014 4,014 156 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

9 51.8 3,403 3,403 129 0
注１：

注２： 在外職員、再雇用職員、非常勤職員については、該当者がいないため表を省略した。

区分 人員 平均年齢
令和６年度の年間給与額（平均）

総額 うち所定内 うち賞与

常勤職員

事務・技術

教育職種
（大学教員）

再雇用職員

事務・技術
（契約職員）

教育職種
（附属高等教員等）

教育職種
（附属義務教育学校

教員）

事務・技術
（契約職員）

任期付職員

事務・技術
（契約職員）

その他医療職種
（看護師）

常勤職員の「その他医療職種（看護師）」については該当者が2人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあること
から、区分以外は記載せず、常勤職員全体の数値からも除外している。

任期付職員の「教育職種（契約附属学校教員）」については、該当者がいないため記載を省略した。

任期付職員の「教育職種（契約大学教員）」については、該当者がいないため記載を省略した。

区分 人員 平均年齢
令和６年度の年間給与額（平均）

総額 うち所定内 うち賞与

常勤職員の「教育職種（大学教員）」、任期付職員の「教育職種（契約大学教員）」及び「事務・技術（契約職員）」以外について
は、該当者がいないため記載を省略した。

常勤職員

教育職種
（大学教員）

任期付職員

教育職種
（契約大学教員）

事務・技術
（契約職員）
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②

注：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、④まで同じ。

注１：32～35歳の該当者は3人であるため、当該個人に関する情報が特定される恐れのあることから、年間給与額の第1第3分位については表示していない。

年齢別年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員）)〔年俸制職員、任期付職員及
び再雇用職員を除く。以下、④まで同じ。〕
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千円
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千円
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③

（事務・技術職員）

平均

 代表的職位   人 歳 千円

参事 9 57.2 7,678

 副参事 24 52.6 6,509

 主査 37 46.2 5,938

 主任 19 40.8 5,385

 主事 21 28.3 4,294

注1：「参事」は課長相当職、「副参事」は課長補佐相当職、「主査」は係長相当職、「主事」は係員相当職を表す。

（教育職員（大学教員））

平均

 代表的職位   人 歳 千円

教授 120 56.7 9,851

准教授 50 45.7 7,998

④

（事務・技術職員）
夏季（6月） 冬季（12月） 計

％ ％ ％

53.9 53.6 53.7

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

46.1 46.4 46.3

％ ％ ％

         最高～最低 48.4～43.7 48.5～44.4 48.5～44.7

％ ％ ％

54.0 53.8 53.9

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

46.0 46.2 46.1

％ ％ ％

         最高～最低 53.6～42.2 53.5～42.6 53.5～42.5

（教育職員（大学教員））
夏季（6月） 冬季（12月） 計

％ ％ ％

52.5 53.3 52.9

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

47.5 46.7 47.1

％ ％ ％

         最高～最低 57.0～43.4 53.5～43.2 55.3～43.5

％ ％ ％

54.1 54.1 54.1

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

45.9 45.9 45.9

％ ％ ％

         最高～最低 51.8～41.3 51.7～41.5 50.9～41.4

千円

16,144～7,875

9,366～7,009

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

賞与（令和6年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／教育職員（大学教員））

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢
年間給与額

（最高～最低）

職位別年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員））

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢
年間給与額

（最高～最低）
千円

8,725～5,079

6,318～4,447

4,752～3,779

8,929～6,450

6,987～5,715

一般
職員

一律支給分（期末相当）
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３ 給与水準の妥当性の検証等

○事務・技術職員

・年齢勘案 80.8
・年齢・地域勘案  89.7
・年齢・学歴勘案  80.0
・年齢・地域・学歴勘案 89.0
（参考）対他法人 93.9

○教育職員（大学教員）と国家公務員との給与水準の比較指標 ９３．５

給与水準の妥当性の
検証

【支出予算の総額に占める国からの財政支出割合 55％】
（国からの財政支出額4,245百万円、支出予算総額 7,716百万円：令和6年度
予算）
【累積欠損額 0円（令和5年度決算）】
（法人の検証結果）
国からの財政支出の割合が50％以上となっているが、累積欠損額はなく、対
国家公務員の比較指数は100以下であるため、給与水準は適正であると考え
ている。

講ずる措置

国家公務員の給与水準の動向を注視し、対国家公務員との比較指数が、
引き続き適切な範囲内で推移するよう留意するとともに、人材獲得における
競争力にも配慮し、適切な給与水準を維持する。

項目 内容

対国家公務員
指数の状況

国に比べて給与水準が
高くなっている理由

（文部科学大臣の検証結果）
法人の職員の給与水準は、職務の特性や国家公務員、民間企業の従業員の
給与等を勘案し、設定の考え方を明らかにすることが求められており、国家公
務員と比べて給与水準が高い法人は、その合理性及び妥当性について、説
明責任を果たすべきこととされている。（独立行政法人改革等に関する基本的
な方針（平成25年12月24日閣議決定））
当該法人は、国家公務員の給与等を総合的に勘案したうえで、職員の給与水
準を設定しており、法人における給与水準の妥当性の検証結果から、適切な
対応が執られていると考える。引き続き、適切な給与水準の設定に努めていた
だきたい。

（注） 上記比較指標は、法人化前の教育職（一）と行政職（一）の年収比率を基礎に、令和６年度の教
育職員（大学教員）と国の行政職（一）の年収比率を比較して算出した指数である。

なお、平成19年度までは教育職員（大学教員）と国家公務員（平成15年度の教育職（一））との給与水準（年

額）の比較指標である。
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４ モデル給与

５ 業績給の仕組み及び導入に関する考え方

Ⅲ 総人件費について

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

千円 千円 千円 千円 千円 千円

(A)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ｂ)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ｃ)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(D)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)
注１：

注２：

注３：

「非常勤役職員等給与」においては、寄附金、受託研究費等により雇用される職員に係る費用及び人材派遣契約に係る費用等を含
んでいるため、財務諸表附属明細書の「１８役員及び教職員の給与の明細」における非常勤の合計額と一致しない。

「退職手当支給額」欄は、国の常勤職員に相当する、法人の常勤職員に係る退職手当支給額を計上している。

最広義人件費、各区分について千円未満切り捨てのため、最広義人件費と各区分の合計額は必ずしも一致しない。

区 分

給与、報酬等支給総額
3,355,149 3,343,950 3,453,982

退職手当支給額
316,442 210,413 215,252

福利厚生費
610,348 617,241 638,267

非常勤役職員等給与
613,224 613,169 685,204

最広義人件費
4,895,165 4,784,774 4,992,707

昇給、昇格の実施及び勤勉手当の成績率の判定にあたっては、勤
務評定の結果等を踏まえた勤務成績を考慮している。

○事務・技術職員（扶養親族がいない場合）

職位 年齢 月額 年額

主事 22 220,000 3,634,000

主任 35 287,300 4,811,000

副参事 50 372,300 6,318,000

※扶養手当（配偶者6,500円、子１人につき10,000円）を支給

○教育職員（大学）（扶養親族がいない場合）

職位 年齢 月額 年間給与

准教授 40 437,500 7,425,000

教授 50 513,700 8,834,000

※扶養手当（配偶者6,500円（准教授）3,500円（教授）、子１人につき10,000円）を支給
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総人件費について参考となる事項

Ⅳ 定年制度及び60歳以上の職員の給与制度

Ⅳ その他

特になし

①「給与、報酬等支給総額」が前年度より増加した主な要因
・令和６年人事院勧告に準拠したことによる若年層に重点を置いた全ての職員に対する本給の引上げ

改定が主な要因と考えられる。

②「退職者手当支給額」が前年度より増加した主な要因
・定年年齢が引き上げられた事務・技術職員の定年退職など、定年退職者数増加が主な要因と考えら

れる。

③「最広義人件費」が前年度より増加した主な要因
・上記①,②の要因に加え、非常勤職員数が増加したことによる給与支給額の増加、それに伴う福利厚

生費の増加が主な要因であると考えられる。

職員の定年年齢は６５歳である。事務・技術職員については令和６年１月１日に、教育職員（附属

高等教員等及び附属義務教育諸学校教員等）については令和６年４月１日に、定年年齢を６０歳か

ら６５歳に引き上げた。

事務・技術職員については、６０歳に達した日後最初の４月１日以降、特定主査（主査相当）又は

特定主事（主事相当）に異動することとし、基本給については６０歳に達した年度の基本給の、特定

主査は６．５割（令和７年度以降７割）、特定主事は５割（令和７年度以降５．５割）水準とすることとし

た。

教育職員（附属高等教員等及び附属義務教育諸学校教員等）については、６０歳に達した後最初

の４月１日以降、管理職員から非管理職員に降任し、基本給は６０歳に達した年度の基本給の６．５

割（令和７年度以降７割）水準とすることとした。
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